
休日診療のご案内をしています　 �０４２４－６３－１１００
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ほ
か
の
子
ど
も
は
話
が
で
き
る

の
に
う
ち
の
子
は
ま
だ
し
ゃ
べ
ら

な
い
、
こ
と
ば
が
遅
い
等
、
悩
ん

で
い
る
方
、
専
門
医
に
相
談
し
た

い
方
は
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

▽
と
き　

３
月　

日
（
金
）
午
前

１４

９
時　

分
〜
正
午
（
予
約
制
）

３０

▽
と
こ
ろ　

こ
ど
も
の
発
達
セ
ン

タ
ー
ひ
い
ら
ぎ

▽
相
談
医
師　
 
洲
鎌  
倫
子 
先
生

す
が
ま 
み
ち
こ

（
小
児
神
経
科
）

▽
申
込　

３
日
（
月
）
か
ら
電
話

で
受
け
付
け
ま
す
。

◆
こ
ど
も
の
発
達
セ
ン
タ
ー
ひ
い

ら
ぎ
（�
　

・
９
８
９
７
）

２２

　

東
京
都
の
市
町
村
の
国
民
健
康

〜
子
育
て
中
の
親
を

　
　
　
　
　
　

見
守
る
た
め
に
〜

　
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、お
ば
あ
ち
ゃ

ん
、出
番
で
す
よ
！
」

　

新
米
パ
パ
・
マ
マ
に
は
不
安
が

い
っ
ぱ
い
。助
け
て
あ
げ
た
い
と

は
思
う
け
れ
ど
も
、よ
く
わ
か
ら

な
い
と
い
う
の
が
本
音
。そ
ん
な

皆
さ
ん
に
、今
ど
き
の
子
育
て
の
あ

れ
こ
れ
を
お
話
し
し
ま
す
。

▽
と
き　

３
月　

日
（
月
）
午
前

１７

　

時　

分
〜
正
午

１０

３０

▽
と
こ
ろ　

ア
ス
タ
市
民
ホ
ー
ル

▽
対
象　

お
孫
さ
ん
を
お
も
ち
の

方
、
そ
の
他
関
心
の
あ
る
方

▽
講
師　

巷
野
悟
郎
先
生
（
こ
ど

も
の
城
小
児
保
健
ク
リ
ニ
ッ
ク
院

長
）　

◆
健
康
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

〜
２３６２

　

）
２３６４

健健

康康

Ｑ　介護保険料は、確定申告時に、社会保険料支払い控除
（所得控除の対象）になりますか。また、介護費用の自己
負担部分は、医療費控除になりますか。

Ａ　介護保険料と介護保険サービス利用にかかわる費用の
一部は、確定申告時の所得控除の対象になります。
■保険料…１月から12月の１年間に支払われた介護保険料
は、社会保険料控除の対象になります。申告の際に領収書
の添付は不要です。
■サービス利用料…介護保険サービスを利用する際にかか
った費用は、サービスの種類などによって医療費控除の対
象となるものがあります。対象となるのは、左表のサービ
スを利用したときに支払った介護保険自己負担額と食事標
準負担額です。申告の際には領収書が必要となります。
＊介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は半額が対象
となります。
■介護保険料の支払額について不明な点は、介護保険課へ
お問い合わせください。
◆介護保険課（�保 �内線2321～2323）　　

―　介護保険料と所得控除　―������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
①

訪問看護

居
宅

訪問リハビリ
居宅療養管理指導
通所リハビリ（デイケア）
短期入所療養介護（ショートステイ）
介護老人福祉施設　＊半額

施
設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設
②
訪問介護（家事援助は除く）
通所介護（デイサービス）
訪問入浴介護
短期入所生活介護（ショートステイ）

②は①の居宅サービスと同じ月に利用した
場合のみ対象となります

育
児
講
演
会

育
児
講
演
会
・・
に
こ
に
こ

に
こ
に
こ

育
児
の
サ
ポ
ー
ト
術

育
児
の
サ
ポ
ー
ト
術

精
神
医
療
給
付
金
の

精
神
医
療
給
付
金
の

申

請

申

請

こ
と
ば
の
遅
れ
が

こ
と
ば
の
遅
れ
が

気
に
な
る
子
ど
も
の

気
に
な
る
子
ど
も
の

発

達

相

談

会

発

達

相

談

会

国国
民民
健健
康康
保保
険険

※
市
民
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も

■
健
康
相
談

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

◎　

日
17

（
月
）
午
後
１
時　

分
〜
2
時

３０

　

分
・
保
谷
保
健
福
祉
総
合
セ

３０ン
タ
ー　
　

▽
定
員　

各
科
５
人
（
申
込
順

・
電
話
予
約
制
）・
申
込
締
切　
13

日
（
木
）

▽
内
容　

医
師
に
よ
る
相
談

（
耳
鼻
科
・
ア
レ
ル
ギ
ー
内
科

・
眼
科
）

■
健
康
よ
ろ
ず
相
談

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

◎　

日
19

（
水
）
午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

・
田
無
庁
舎
２
階
市
民
相
談
室

▽
内
容　

医
師
に
よ
る
相
談

■
栄
養
相
談

▽
と
き
・
と
こ
ろ　

◎　

日
19

（
水
）
午
前
９
時　

分
〜　

時

３０

１１

　

分
・
田
無
総
合
福
祉
セ
ン
タ

３０ー　▽
定
員　

各
日
５
人
（
申
込
順

・
前
日
ま
で
に
電
話
予
約
制
）

▽
内
容　

栄
養
士
に
よ
る
相
談

３
月
の
健
康
相
談
・
栄
養
相
談
 

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
に
し
て
お
く

と
、将
来
年
金
額
が
減
額
さ
れ
た
り
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
毎
月
納
期
限
、
翌
月
の
末
日
ま

で
に
必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

納
め
忘
れ
た
保
険
料
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
す
で
に
送
付
さ
れ
て
い
る
納
付
案
内

書
で
お
近
く
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
ま
た

は
、
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
は
２
年
を
過
ぎ
る
と
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
た

め
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
の
手
続
き
を
ご
希
望
の
方
は
、

金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
の
窓
口
に
預
貯

金
通
帳
、基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
納
付
案

内
書
か
年
金
手
帳
の
い
ず
れ
か
と
、金
融
機

関
ま
た
は
郵
便
局
の
届
出
印
を
お
持
ち
に

な
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
推
進
員
が
皆
さ
ん

の
お
宅
を
訪
問
し
て
い
ま
す

　

国
民
年
金
推
進
員
は
、
皆
さ
ん
に
年
金

制
度
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
国

民
年
金
加
入
者
の
お
宅
を
訪
問
し
、
保
険

料
の
収
納
や
納
付
相
談
、
口
座
振
替
の
お

願
い
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
日
・
日
中
以
外
に
、
休
日
･
夜
間
に

お
伺
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
皆
さ

ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、国
民
年
金
推
進
員
は
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、訪
問
の
際
は
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

納
付
案
内
書
の
再
発
行
・
口
座
振
替
お

よ
び
国
民
年
金
推
進
員
に
つ
い
て
の
お
問

い
合
わ
せ
は
、
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課
ま
た
は
国
民
年
金
業

務
課
へ
（�
０
４
２
２
・　

・
１
４
１
１
）

５６

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、　

、
�保
 
�

１４９３

１４９４

内
線　

、　

）

２１３７

２１３８

平成１４年度の国民年金保険料の
納め忘れはありませんか
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上記のすべての休日に診療を行っていま
す。
診療時間…午前１０時～正午、午後１時～４
時、５時～９時　
場所…保谷保健福祉総合センター２階
　（中町１～５～１  � ６４－１３１１ 内線 ２３８２）

医 療 機 関（ 所 在 地・電 話 番 号 ）

はせがわ歯科クリニック
(田無町３～１～１３～１０１ � �５０－５８００）

２日
井出歯科医院
(泉町１～１３～４ ���� �６５－６４８８）

竹中歯科医院
（南町３～１～２ ��� �６１－０５１９）

９日
鈞歯科医院
（東町３～５～４ ��� �２１－８７５５）

南田歯科医院（南町１～５～９富士 
マンション ������ �６７－５１２２）

１６日
いのうえ歯科クリニック下保谷４～ 
１４～１サンホワイト �� �２３－７６６０）

城歯科クリニック
（向台町１～２０～９ �� �６４－４００８）

２１
日

宮内矯正小児歯科医院
（東町３～１４～３４ ��� �２２－５４５７）

野口歯科医院
（西原町４～３～４９ �� �６７－３９５５）

２３日
田中歯科医院（保谷町３～１０～１２サン
ユーハイツ ������ �６３－５６５１）

志藤歯科医院
（向台町３～６～７ �� �６８－０５５２）

３０日
畑中歯科医院（東町５～９～３シャト
ー本多Ａ号 ������ �２３－８２４９）

医 療 機 関（ 所 在 地・電 話 番 号 ）

西東京中央総合病院
（芝久保町２～４～１９ � �６４－１５１１）

２日
指田医院
（田無町４～２～１１ �� �６１－１１２８）

田無病院
（緑町３～６～１ ��� �６１－２６８２）

９日
永田外科・胃腸科
（南町４～１２～６ ��� �６５－８５３０）

佐々総合病院
（田無町４～２４～１５ �� �６１－１５３５）

１６日
はしもとクリニック
（谷戸町３～２３～１７ �� �２５－３５８８）

西東京中央総合病院
（芝久保町２～４～１９ � �６４－１５１１）

２１日
鈴木医院
（向台町２～７～３ �� �６１－２１０２）

田無病院
（緑町３～６～１ ��� �６１－２６８２）

２３日
小野医院
（田無町１～５～５ �� �６１－００６１）

佐々総合病院
（田無町４～２４～１５ �� �６１－１５３５）

３０日
小児クリニック小野
（南町３～２２～１０ ��� �６６－０９３０）

診療時間
◆病院…午前９時～午後10時
◆医院…午前９時～午後５時

（（��
内
線
内
線　

〜〜　

））

23652365

23672367

受付時間…午前１０時～午後４時

３３月月のの��������

保
険
に
加
入
し
、
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

第　

条
に
よ
る
通
院
医
療
を
受
け

３２
て
い
る
場
合
の
精
神
医
療
給
付
金

（
自
己
負
担
相
当
額
）
が
４
月
か

ら
給
府
の
対
象
者
を
、
市
町
村
民

税
非
課
税
者
に
限
定
す
る
改
正
を

行
い
ま
す
。

　

４
月
以
降
精
神
医
療
給
付
金
を

受
け
取
る
た
め
に
は
、
次
の
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。　
　

◎
患
者
票
お
持
ち
の
方　
「
精
神

医
療
給
付
金
受
給
者
証
」
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
申
請
に
必
要
な
書
類　

①
結
核

・
精
神
医
療
給
付
金
受
給
者
証
交

付
申
請
書　

②
患
者
票
の
写
し

（
医
療
機
関
で
保
管
）　

③
被
保

険
者
証　

④
印
か
ん

▽
申
請
窓
口
・
申
請
期
間　

保
険

年
金
課
（
田
無
庁
舎
２
階
・
保
谷

庁
舎
１
階
）、
障
害
福
祉
課
（
保
谷

庁
舎
１
階
）

▽
申
請
期
間　

３
月　

日
（
金
）

１４

ま
で

◎
平
成　

年
４
月
以
降
に
患
者
票

１５

を
受
け
る
方　

患
者
票
の
申
請
に

合
わ
せ
て
、
受
給
者
証
の
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

更
新
の
場
合
も
、
患
者
票
と
受

給
者
証
の
更
新
も
一
緒
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

）
1471

３３月月のの������������


